
神戸市地域商業活性化支援事業補助金交付要綱 

 

平成 26 年４ 月１ 日局長決定 

最終改正令和８ 年４ 月１ 日 

（ 目的）  

第１ 条 こ の要綱は、 地域の個性を活かし たま ちの魅力と にぎわいの創出を図る ため、 市内の商

店街・ 小売市場等が「 集客力向上・ 売上向上・ 地域課題解決」 をめざし て主体的に企画・ 実施す

る 地域商業の活性化に資する 事業を支援する 補助金の交付について、 地方自治法（ 昭和 22 年法

律第 67 号。 以下「 法」 と いう 。）、 地方自治法施行令（ 昭和 22 年政令第 16 号）、 神戸市補助金

等の交付に関する 規則（ 平成 27 年３ 月神戸市規則第 38 号。 以下「 補助金規則」 と いう 。） に定

めがある も ののほか、 当該補助金の交付等に関し て必要な事項を定める 。  

 

（ 用語の定義）  

第２ 条 こ の要綱において、 次に掲げる 用語の意義は、 当該各号に定める と おり と する 。  

⑴ 商店街・ 小売市場と は、 次のいずれかに該当する も のと する 。  

ア 商店街振興組合法（ 昭和 37 年法律第 141 号） に規定する 商店街振興組合又は商店街振興

組合連合会 

イ  中小企業等協同組合法（ 昭和 24 年法律第 181 号） に規定する 事業協同組合又は協同組合

連合会 

ウ  ア又はイ に掲げる 団体に準ずる 非営利法人で、 定款等を定め、 概ね 15 以上の構成員で組

織さ れる 団体 

エ ア又はイ に掲げる 団体に準ずる 任意の商業者団体で、 規約等を定め、 概ね 15 以上の構成

員で組織さ れ、 相当の事業実績を有する 団体 

オ アから エまでの団体で構成さ れる 連合体 

⑵ 地域団体と は、 商店街・ 小売市場を中心と する 一定地域の関係者（ 居住者、 商業者等） が

集ま って組織し 、 継続的に当該地域の活性化を目的と する 活動を行う 団体と する 。  

⑶ 空き 店舗等と は、 空き 店舗及び空き 区画をいう 。  

⑷ 補助金の交付の対象と なる 空き 店舗等は、 次の各号の全てを満たすこ と と する 。  

ア 商店街・ 小売市場内にある こ と 。  

イ  交付申請日時点で、 ３ か月以上の空き 店舗等である こ と 。  

ウ  補助金の交付を受けよ う と する 者（ 以下「 補助対象団体」 と いう 。） が所有する 空き 店舗

等又は補助対象団体がオーナーよ り 賃借する 空き 店舗等である こ と 。 ただし 、 補助対象団

体がオーナーよ り 賃借する 空き 店舗等の場合において、 商業施設・ テナント ビルの類の空

き 店舗等の所有者が神戸市、 神戸市の外郭団体・ 出資法人、 又は大企業やその関連企業で

ある 場合は、 補助金の交付対象外と する 。  

⑸ 大企業と は、 中小企業基本法（ 昭和 38 年法律第 154 号） に規定する 中小企業者及び小規模

企業者以外の企業をいう 。  

⑹ その関連企業と は、 大企業が 100 分の 20 以上の議決権を所有する 企業をいう 。  

⑺ 補助事業の完了と は、 当該年度内に補助事業を実施し 、 かつ、 補助事業に係る 経費の最終

支払いが完了し た状態をいう 。  



( 8)  市内事業者と は、 本社及び本店を神戸市に置いている 企業をいう 。  

 

（ 対象者）  

第３ 条 補助対象団体は、 前条に規定する 市内の商店街・ 小売市場等で、 神戸市経済観光局商業

流通課（ 以下「 商業流通課」 と いう 。） 所管の支援制度を利用でき る 団体と し て登録さ れている

団体と し 、 別表１ に定める も のと する 。  

 

（ 対象事業）  

第４ 条 補助金の交付の対象と なる 事業（ 以下「 補助対象事業」 と いう 。） は、 当該年度の４ 月１

日から 翌年３ 月 31 日の間に着手、 実施及び完了する 地域商業の活性化に資する 事業のう ち、 次

の各号に掲げる 事業と する 。  

⑴ 別表２ に定める 事業例のう ち、当該年度内に完了する 取組を実施する 事業（ 以下「 一般型」

と いう 。）  

⑵ ３ 年間の事業計画に基づき 取組を実施する 事業（ 以下「 ３ 年計画型」 と いう 。）  

⑶ 宅配・ 送迎、 イ ンタ ーネッ ト 販売、 展示会への出店及びイ ンバウ ンド 誘客など、 販路拡大

の取組を実施する 事業（ 以下「 販路拡大型」 と いう 。）  

⑷ 空き 店舗等を活用し 、 空き 店舗対策の取組を実施する 事業（ 以下「 空き 店舗活用型」 と い

う 。） なお、 空き 店舗対策の取組は、 実施する 事業を５ 年間継続する よ う に努める こ と 。  

 

（ 対象経費）  

第５ 条 補助金の交付対象と なる 経費（ 以下「 補助対象経費」 と いう 。） は、 補助対象団体が当該

年度内に実施し 、 支払いを完了する 補助事業に要する 経費と する 。  

２  補助対象団体は、補助事業に係る 物品の購入、業務の委託、その他請負契約を行う 場合には、

原則と し て、市内事業者を対象と する こ と 。なお、市外事業者へ発注及び契約等を行う 場合は、

業者選定理由書を実績の報告に併せて提出し なければなら ない。  

 

（ 対象外経費）  

第６ 条 別表３ に掲げる 経費については補助金の交付対象と なら ないも のと する 。  

２  消費税及び地方消費税は、 補助対象経費と し ない。  

 

（ 補助金の額）  

第７ 条 補助金の額は、 補助対象経費から 国及び兵庫県等の補助金等を控除し た額に対し 、 別表

４ に定める 補助率及び補助限度額によ り 算出し 、 予算の範囲内で交付する 。  

２  寄附金や補助事業によ る 収入と 、 補助金額の合計が補助事業費の総額を超過する 場合は、 そ

の超過分を補助金額から 控除し た額を交付する 。  

３  空き 店舗活用型における 補助金の額は、 補助対象経費から 国や兵庫県等の補助金等及び寄附

金や補助事業によ る 収入を控除し た額に対し 、 別表４ に定める 補助率及び補助限度額によ り 算

出し 、 予算の範囲内で交付する 。  

４  第１ 項及び第３ 項の規定する 補助金の額に千円未満の端数がある と き は、 こ れを切り 捨てる

も のと する 。  

 



（ 交付申請）  

第８ 条 補助金の交付を受けよ う と する 者（ 以下「 申請団体」 と いう 。） が、 補助金規則第５ 条第

１ 項に基づき 補助金の交付を申請する と き は、 別表５ に定める 書類を市長の指定する 期日ま で

に市長に提出し なければなら ない。  

 

（ 交付申請の制限）  

第９ 条 交付申請の併用については、 別表６ に定める と おり と する 。  

２  販路拡大型における 交付申請を行う こ と ができ る 回数は、平成 30 年度及び令和元年度の要綱

に定める 買い物弱者対策事業枠の交付申請を含め、 通算３ 回ま でと する 。 ただし 、 令和７ 年度

ま でに販路拡大型における 交付申請を通算３ 回行っていた場合、 イ ンバウ ンド 誘客に限り 、 ３

回を限度と し て交付申請ができ る も のと する 。  

３  一般型において、 前年度と 同様の事業内容で交付申請を行う 場合は、 工夫及び改善点等を取

り 入れる よ う 努めなければなら ない。  

 

（ 他の補助制度と の併用）  

第 10 条 申請団体が補助金規則第５ 条第１ 項に基づき 補助金の交付を申請する と き は、国及び兵

庫県等の補助制度と 併用する こ と ができ る も のと する 。 なお、 交付額の算出にあたり 、 市長が

併用する 補助金等に係る 資料の提出を求めた場合、 申請団体は速やかに提出し なければなら な

い。 なお、 本市の他の補助制度と の併用はでき ないも のと する 。  

 

（ 交付決定）  

第 11 条 市長は、 補助金規則第６ 条によ る 補助金の交付決定を行う と き は、 申請書類の受理後、

速やかに当該申請内容を審査し 、 次に掲げる 書類によ り 、 申請団体に通知する も のと する 。  

( 1) 交付決定通知書（ 様式第４ 号）  

( 2) その他市長が必要と 認める 書類 

２  市長は、補助金規則第６ 条第３ 項によ る 補助金の交付が不適当である 旨の通知を行う と き は、

申請書類の受理後、 速やかに当該申請内容を審査し 、 次に掲げる 書類によ り 、 申請団体に通知

する も のと する 。  

( 1) 不交付決定通知書（ 様式第５ 号）   

( 2) その他市長が必要と 認める 書類 

３  市長は、 必要に応じ て交付条件を付すこ と ができ る も のと する 。  

 

（ 概算払）  

第 12 条 市長は、 前条第１ 項の交付決定後、 概算払する こ と ができ る 。 補助金の交付決定を受け

た者（ 以下「 補助団体」 と いう 。） が、 補助金規則第 18 条第２ 項に基づき 補助金の概算払を受

けよ う と する と き は、 概算払請求書（ 様式第６ 号） を市長に提出し なければなら ない。 なお、

３ 年計画型及び空き 店舗活用型を実施する 申請団体に限り 、 概算払の交付請求ができ る も のと

する 。  

２  市長は、 前項の請求があったと き 、 その請求内容が適当と 認めたと き は、 補助団体に対し 、

概算払で補助金を交付する 。  

３  概算払の額は、 交付決定額のう ち金額が根拠資料によ り 明確になっている 金額の３ 分の２ 以



内と する 。  

 

（ 補助事業の変更等）  

第 13 条 補助団体は、補助金規則第７ 条第１ 項第１ 号に掲げる 承認を受けよ う と する と き は交付

決定内容変更承認申請書（ 様式第７ 号） を、 同第２ 号に掲げる 承認を受けよ う と する と き は中

止（ 廃止） 承認申請書（ 様式第８ 号） を、 市長に提出し なければなら ない。  

２  補助団体は、 当該補助事業の目的及び内容等から 、 当該補助事業に実質的影響のない事項に

限り 、 前項の規定によ る 申請を省略する こ と ができ る 。  

３  市長は、 第１ 項の申請があったと き は、 当該申請に係る 書類の内容を審査し 、 承認する こ と

が適当である と 認めたと き は、 その旨を交付決定変更通知書（ 様式第９ 号） 又は中止（ 廃止）

承認通知書（ 様式第 10 号） によ り 、 補助団体に通知する も のと する 。  

 

（ 進捗管理）  

第 14 条 市長は、３ 年計画型を利用する 補助団体が希望し た場合に限り 、アド バイ ザーを派遣し 、

補助事業について補助団体が設定し た目標を達成し 、 課題を解決でき る よ う 定期的な進捗確認

及びアド バイ ス 等の支援を行う も のと する 。  

 

（ 事業効果の確認）  

第 15 条 補助団体は、 事業効果の確認を実施し なければなら ない。  

 

（ 実績報告及び評価委員会）  

第 16 条 補助団体は、 補助金規則第 15 条に基づき 補助事業の実績を報告し よ う と する と き は、

別表７ に定める 書類を補助事業の完了後、市長の指定する 期日ま でに提出し なければなら ない。 

２  ３ 年計画型を利用する 補助団体は、 ３ 年間の補助事業完了後の翌年度に開催する 評価委員会

によ り 、 補助事業の実績について評価委員等の評価検証を受ける も のと する 。  

３  評価委員は、 事業の内容、 事業費の規模、 効果検証等に関する 意見を述べる こ と ができ る 。  

４  市長は、 評価委員会の意見を尊重し 、 評価結果を決定し 、 結果通知書（ 様式第 14 号） によ り

通知する も のと する 。  

 

（ 交付額の確定及び精算）  

第 17 条 市長は、 補助金規則第 16 条によ る 補助金の交付額の確定を行ったと き は、 次に掲げる

書類によ り 、 速やかに補助団体に通知する も のと する 。  

⑴ 交付額確定通知書（ 様式第 15 号）   

⑵ その他市長が必要と 認める 書類 

２  市長は、 ３ 年計画型又は空き 店舗活用型を利用し た補助団体に限り 、 確定し た補助金の交付

額が交付決定額と 同額である 場合は、 前項の規定によ る 通知を省略する こ と ができ る 。  

３  市長は、 補助金規則第 16 条によ り 補助金の交付額を確定し た場合において、 既にその額を超

える 補助金が交付さ れている と き は、 前条第１ 項の報告受理後 30 日以内に期限を定めて、 確定

し た交付額を超える 部分の補助金の返還を命じ る も のと する 。  

４  市長は、 第 12 条に定める 概算払によ る 交付を行っていた場合で、 前項の規定に該当する 場合

においては、 返還請求書（ 様式第 18 号） によ り 補助金の返還請求を行う も のと する 。  



５  補助団体は、 市長から 前項の請求があったと き は、 期限内に市長の指定する 方法で精算し な

ければなら ない。  

 

（ 補助金の交付）  

第 18 条 市長は、 一般型又は販路拡大型を利用し た補助団体に対し 、 前条第１ 項に規定する 交付

額確定通知書を補助団体に通知し たのち、 市長は速やかに補助金を補助団体に交付する も のと

する 。  

 

（ 補助金の請求）  

第 19 条 第 12 条に規定する 概算払によ り 補助金の交付を受けている 補助団体は、 確定し た補助

金の交付額が概算払によ り 交付し た金額を超えている 場合、 交付額確定通知書を受領後、 交付

請求書（ 様式第 16 号） を速やかに市長に提出し なければなら ない。  

２  前項の請求があったと き は、 市長は速やかに補助金を補助団体に交付する も のと する 。  

 

（ 交付決定の取消し 及び返還）  

第 20 条 市長は、 補助金規則第 19 条第１ 項各号に該当する と 認めたと き は、 補助団体に対し 、

補助金の交付の決定を取り 消すも のと する 。 なお、 補助金の交付額の確定があった後において

も 適用がある も のと する 。  

２  市長は、 前項によ り 補助金の交付を取り 消し たと き は、 補助団体に交付決定取消通知書（ 様式

第 17 号） によ って通知する も のと し 、 既に交付し た補助金については、 補助金規則第 20 条及

び第 21 条に基づき 、 特にやむを得ない事情がある と 認める 場合を除く ほか、 加算金及び遅延

利息を付し たう えで、 期限を定めてその全部又は一部を返還請求書（ 様式第 18 号） によ り 返還

さ せる も のと する 。  

３  市長は第１ 項の規定によ り 補助金の交付の決定を取り 消し た場合において、必要がある と 認め

る と き は、 次に掲げる 事項を公表し 、 及び当該補助団体に対し 、 当該活動年度から 起算し て５

年間を上限と し て商業流通課が所管する 各補助金の申請を認めないこ と ができ る 。  

⑴ 補助団体の名称 

⑵ 第１ 項の規定によ り 補助金の交付を取り 消し た旨 

⑶ 前項の規定によ り 補助金の返還をさ せる 場合にあってはその旨及びその額 

 

（ 帳簿の備付け）  

第 21 条 補助団体は、 に係る 収入及び支出の状況を明ら かにし た帳簿を備え、 かつ、 収入及び支

出について証拠書類を整理し 、 補助事業が完了し た年度の翌年度から 起算し て５ 年間保存し な

ければなら ない。  

 

（ 調査）  

第 22 条 市長は、 法第 221 条第２ 項及び補助金規則第 25 条に定める も ののほか、 補助事業が法

令、 条例又は要綱に違反し ていないかどう か、 補助事業の内容が適正である かどう かを補助事

業完了後から 前条の帳簿の備付け期間が経過する ま での間、 補助団体の任意の協力を得て、 補

助団体が管理する 帳簿や証拠書類を調査する こ と ができ る 。  

２  市長は、 前項の調査を行う にあたり 、 補助団体に対し て、 次の各号に掲げる 事項を明示し な



ければなら ない。  

⑴ 調査の内容 

⑵ 法第 221 条第２ 項及び補助金規則第 25 条に基づかない補助団体の任意の協力を得て行わ

れる 調査である こ と  

⑶ 補助団体は、 いつでも 調査を拒むこ と ができ る こ と  

３  市長は、 第１ 項の調査によ り 指摘事項があったと き は、 調査結果通知書（ 様式第 19 号） によ

り 補助団体に通知する も のと する 。  

４  前項の通知を受けた補助団体は、 速やかに改善状況報告書（ 様式第 20 号） を市長に提出し な

ければなら ない。  

 

（ 財産処分の制限）  

第 23 条 補助団体は、 補助事業によ り 取得又は効用の増加し た財産（ 以下、「 取得財産等」 と い

う 。） を、補助金の交付の目的に反し て使用し 、譲渡し 、交換し 、貸し 付けし 、取壊し 、廃棄し 、

又は担保に供し てはなら ない。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当する 場合は、 こ の限り では

ない。  

 ⑴ 補助団体が、 交付を受けた補助金の全部に相当する 金額を本市に納付し た場合 

⑵ 取得財産等について、 減価償却資産の耐用年数等に関する 省令（ 昭和 40 年大蔵省令第 15

号。 以下、「 省令」 と いう 。） に規定さ れている 耐用年数を経過し た場合 

⑶ 前２ 号に掲げる 場合のほか、 市長が別に承認し た場合 

２  空き 店舗活用型を利用し た補助団体は、補助事業によ り 取得又は効用の増加し た財産（ 以下、

「 取得財産等」 と いう 。） を、 補助金の交付の目的に反し て使用し 、 譲渡し 、 交換し 、 貸し 付け

し 、 取壊し 、 廃棄し 、 又は担保に供し てはなら ない。 ただし 、 次の各号のいずれかに該当する

場合は、 こ の限り ではない。  

 ⑴ 補助団体が、 交付を受けた補助金の全部に相当する 金額を本市に納付し た場合 

⑵ 取得財産等について、 次に掲げる 期間のいずれか短い期間を経過し た場合 

ア 取得又は効用の増加し た日の翌月から 起算し て 10 年 

イ  省令に規定さ れている 耐用年数 

⑶ 前２ 号に掲げる 場合のほか、 市長が別に承認し た場合 

３  補助団体は、 処分を制限さ れた取得財産等を処分し よ う と する と き は、 補助金規則第 24 条に

基づき 、 あら かじ め、 財産処分承認申請書（ 様式第 21 号） を市長に提出し 、 財産処分承認通知

書（ 様式第 22 号） によ り 承認を得なければなら ない。  

４  補助団体は、 前項の承認の対象と なる 財産に係る 台帳を備え、 その処分制限期間内は保存し

ておかなければなら ない。  

５  補助団体は、 取得財産等を善良な管理者の注意をも って管理し 、 補助金の交付の目的に従っ

て、 その効率的運用を図ら なければなら ない。   

 

（ その他）  

第 24 条 こ の要綱に定める も ののほか、 補助金の交付に関し て必要な事項は、 経済観光局長が別

に定める 。  

 

 



附則 

（ 施行期日）  

１  こ の要綱は、 平成 26 年４ 月１ 日から 施行する 。  

２  こ の要綱は、 平成 27 年４ 月１ 日から 施行する 。  

３  こ の要綱は、 平成 28 年４ 月１ 日から 施行する 。  

４  こ の要綱は、 平成 29 年４ 月１ 日から 施行する 。  

５  こ の要綱は、 平成 30 年４ 月１ 日から 施行する 。  

６  こ の要綱は、 平成 30 年８ 月 13 日から 施行する 。  

７  こ の要綱は、 平成 31 年４ 月１ 日から 施行する 。  

８  こ の要綱は、 令和２ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

９  こ の要綱は、 令和２ 年９ 月１ 日から 施行する 。  

10 こ の要綱は、 令和３ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

11 こ の要綱は、 令和４ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

12 こ の要綱は、 令和５ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

13 こ の要綱は、 令和６ 年３ 月１ 日から 施行する 。  

14 こ の要綱は、 令和６ 年 10 月１ 日から 施行する 。  

15 こ の要綱は、 令和７ 年３ 月１ 日から 施行する 。  

16 こ の要綱は、 令和７ 年 12 月４ 日から 施行する 。  

17 こ の要綱は、 令和８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 

（ 経過措置）  

１  こ の要綱は、 令和８ 年度以降に交付を決定する 補助金から 適用し 、 令和７ 年度以前に係る 補

助金については、 なお従前の例によ る 。  

 



別表１  対象者（ 第３ 条関係）  

事業区分 対象団体 

一般型 商店街・ 小売市場 

３ 年計画型 

①商店街・ 小売市場 

②地域団体（ ただし 、 商店街・ 小売市場と の連携が必須。 ）  

※例： 商業者を中心と する 特定非営利活動法人、 ま ちづく り 協議会等 

空き 店舗活用型 商店街・ 小売市場 

販路拡大型 

①商店街・ 小売市場 

②小売業者で構成さ れる 団体( ただし 、 加盟店の過半数が市内の商店街・

小売市場に店舗を有し ており 、 かつ 1 年以上の活動実績を有する こ と )  

 

別表２  事業例（ 第４ 条関係）  

にぎわいイ ベント  地域のにぎわいづく り や集客拡大のために行う イ ベント  

魅力発信 団体の情報・ 魅力を発信する 紙媒体やデジタ ル媒体等の作成・ 発行 

組織強化・ 計画策定 団体の将来を見据えた人材育成や計画策定 

熱中症対策 商店街・ 小売市場の来街者のための熱中症対策 

その他 その他、 市長が認める 取組 

 

別表３  対象外経費（ 第６ 条関係）  

分類 具体例 

事業区分 

一
般
型 

３
年
計
画
型 

空
き
店
舗 

活
用
型 

販
路
拡
大
型 

お祝い金、 協賛金、 慶弔費 
他の団体への記念行事お祝い金、 祭り などに

対する 協賛金、 慶弔費 
○ ○ ○ ○ 

団体の構成員に対する 費用 
団体の会員・ 役員などに支給する 給与・ 報酬、

団体構成員へのアルバイ ト 料 
○ ○ ○ ○ 

飲食にかかる 経費 弁当や茶菓料、 接待などの飲食を伴う 経費 ○ ○ ○ ○ 

換金性又は汎用性が高いも の 金券（ 商品券、 ビール券）、 電子機器類 ○ ○ ○ ○ 

景品、 粗品、 参加賞 
抽選会の当選者への景品、 う ちわ、 ティ ッ シ

ュ 、 お菓子、 文房具、 商品券 
○ ○ ○ ○ 

１ 件あたり の領収書が少額又は 

日常的に使用する 消耗品 

領収書１ 件あたり ２ 千円（ 税込） 未満のも

の、 筆記用具類 
〇 〇 〇 〇 

旅費全般 交通費、 宿泊費、 ガソ リ ン代、 駐車場代 ○ ○ ○ ○ 



分類 具体例 

事業区分 

一
般
型 

３
年
計
画
型 

空
き
店
舗 

活
用
型 

販
路
拡
大
型 

販売を目的と し た商品の経費 
販売用グッ ズ（ 缶バッ ジ、 Tシャ ツ） の作成

費用 
〇 〇 〇 〇 

郵送代 切手、 ゆう パッ ク  〇 〇 〇 〇 

経常的な空き 店舗等の賃借料 
事務所や空き 店舗の賃借料、 共益費、 光熱水

費、 敷金、 礼金、 保証金、 仲介手数料 
○ ○ － 〇 

経常的な経費 
事務所の賃借料、 共益費、 光熱水費、 敷金、

礼金、 保証金、 仲介手数料 
－ － 〇 － 

商品券などプレミ アム部分の経費 商品券のプレミ アム分、 各種ポイ ント 還元費 〇 〇 〇 〇 

経常的な団体運営費 

振込手数料、 電話代、 イ ンタ ーネッ ト 利用

料、 新聞代、 清掃費、 火災保険料、 地震保険

料 

〇 〇 － － 

振込手数料、 ホームページ維持管理費、 新聞

代、 清掃費、 火災保険料、 地震保険料 
－ － － 〇 

振込手数料、 電話代、 ホームページ維持管理

費、 イ ンタ ーネッ ト 利用料、 新聞代、 清掃

費、 火災保険料、 地震保険料 

－ － 〇 － 

管理費 委託費や工事費の一般管理費・ 現場管理費 － － 〇 － 

取得・ 造成・ 補償などの経費 
土地又は建築物の取得・ 造成・ 補償費、 工作

物の賃借、 補償費 
－ － 〇 － 

一時的な空き 店舗などの賃借料 
イ ベント 開催時のみの利用等、 一時的な空き

店舗・ 空き 区画の賃借料 
－ － 〇 － 

税 消費税及び地方消費税、 印紙税 〇 〇 〇 〇 

本市の他の補助金によ り 充当さ れ

る 経費 
 〇 〇 〇 〇 

その他 市長が不適と 認めたも の 〇 〇 〇 〇 

 

別表４  補助率及び補助限度額（ 第７ 条関係）  

事業区分 補助率 補助限度額 

一般型 ２ 分の１ 以内 １ ０ ０ 万円 

３ 年計画型 ３ 分の２ 以内 ５ ０ ０ 万円 

販路拡大型 ２ 分の１ 以内 ２ ０ ０ 万円 

空き 店舗活用型 ３ 分の２ 以内 ３ ０ ０ 万円 



別表５  交付申請（ 第８ 条関係）  

事業区分 提出書類 

一般型 

・ 交付申請書（ 様式第１ 号）  

・ 事業概要書（ 様式第２ 号）  

・ 収入計画書（ 様式第３ 号）  

・ 経費の内訳が分かる 見積書（ 写）  

※１ 件あたり の金額が 100 万円（ 税込） 以上と なる 見込みがある も の（ １

者分で可）。  

・ 定款又は会則 

・ 構成員名簿 

・ 通帳（ 写）  

・ その他市長が必要と 認める 書類 

３ 年計画型 

・ 交付申請書（ 様式第１ 号の４ ）  

・ 事業概要書（ 様式第２ 号の４ ）  

・ 収入計画書（ 様式第３ 号の４ ）  

・ 経費の内訳が分かる 見積書（ 写コ ピー）  

※１ 件あたり の金額が 100 万円（ 税込） 以上と なる 見込みがある も の（ １

者分で可）。  

・ 定款又は会則 

・ 構成員名簿 

・ 通帳（ 写）  

・ その他市長が必要と 認める 書類 

空き 店舗活用型 

・ 交付申請書（ 様式第１ 号の２ ）  

・ 事業概要書（ 様式第２ 号の２ ）  

・ 収入計画書（ 様式第３ 号の２ ）  

・ 経費の内訳が分かる 見積書（ 写）  

※１ 件あたり の金額が 100 万円（ 税込） 以上と なる 見込みがある も の（ １

者分で可）。  

・ 定款又は会則 

・ 構成員名簿 

・ 通帳（ 写）  

・ 借入計画が分かる 書類 ※借入がある 場合のみ 

・ その他、 市長が必要と 認める 書類 

（ 補助団体が所有する 空き 店舗等である 場合）  

・ 補助対象と なる 空き 店舗等の情報が分かる 書類（ 位置図や図面等）  

（ 補助団体がオーナーよ り 賃借する 空き 店舗等である 場合）  

・ 補助対象と なる 空き 店舗等の賃貸借契約に係る 見積書又は契約書案 

＜工事費を伴う 場合のみ＞ 

・ 直近１ 期分の決算関係書類 

・ 事業の実施に係る 総会又は理事会の議事録（ 写）  

・ 経費の内訳が分かる 見積書（ 写）  



※１ 件あたり の金額が 100 万円（ 税込） 未満の場合は、 １ 者分 

※１ 件あたり の金額が 100 万円（ 税込） 以上の場合は、 ２ 者以上 

・ 計画図面又は施設等配置図 

・ 事業実施前の現況写真 

・ その他市長が必要と 認める 書類 

販路拡大型 

・ 交付申請書（ 様式第１ 号の３ ）  

・ 事業概要書（ 様式第２ 号の３ ）  

・ 収入計画書（ 様式第３ 号の３ ）  

・ 経費の内訳が分かる 見積書（ 写）  

※１ 件あたり の金額が 100 万円（ 税込） 以上と なる 見込みがある も の（ １

者分で可）。  

・ 定款又は会則 

・ 構成員名簿 

・ 通帳（ 写）  

・ その他市長が必要と 認める 書類 

 

別表６  交付申請の制限（ 第９ 条関係）  

事業区分 同一年度に申請可能な事業区分 

一般型 販路拡大型、 空き 店舗活用型 

３ 年計画型  

販路拡大型 一般型、 空き 店舗活用型 

空き 店舗活用型 一般型、 販路拡大型 

 

別表７  実績報告及び評価委員会（ 第 16 条関係）  

事業区分 提出書類 

一般型 

・ 実績報告書（ 様式第 11 号）  

・ 実績概要書（ 様式第 12 号）  

・ 収入実績書（ 様式第 13 号）  

・ ２ 者以上の見積書（ 写）  

※１ 件あたり の金額が 100 万円（ 税込） 以上のも の 

・ 事業者の選定理由書 

※１ 件あたり の金額が 10 万円（ 税込） 以上で、神戸市外の事業者を選定する 場合 

・ 事業の実施状況や成果物を証する 資料（ 写真、 広報印刷物等）  

・ その他市長が必要と 認める 書類 

＜交付決定後に、 変更があった補助団体のみ＞ 

・ 定款又は会則 

・ 構成員名簿 

 

 



事業区分 提出書類 

３ 年計画型 

・ 実績報告書兼誓約書（ 様式第 11 号の４ ）  

・ 実績概要書（ 様式第 12 号の４ ）  

・ 収入実績書（ 様式第 13 号の４ ）  

・ ２ 者以上の見積書（ 写） ※１ 件あたり の金額が 100 万円（ 税込） 以上のも の。  

・ 事業に要し た収支を証する 書類（ 領収書、 振込明細書等）  

・ 事業者の選定理由書 

※１ 件あたり の金額が 10 万円（ 税込） 以上で、 神戸市外の事業者を選定する 場合 

・ 事業の実施状況や成果物を証する 資料（ 写真、 広報印刷物等）  

・ 効果確認の内容が分かる 書類（ アンケート 集計表等）  

・ 補助事業に係る 資産台帳（ 写） ※提出が必要な場合のみ 

・ その他市長が必要と 認める 書類 

＜交付決定後に、 変更があった補助団体のみ＞ 

・ 定款又は会則 

・ 構成員名簿 

空き 店舗活用型 

・ 実績報告書（ 様式第 11 号の２ ）  

・ 実績概要書（ 様式第 12 号の２ ）  

・ 収入実績書（ 様式第 13 号の２ ）  

・ ２ 者以上の見積書（ 写）  

※１ 件あたり の金額が 100 万円（ 税込） 以上のも の 

・ 事業に要し た収支を証する 書類（ 領収書、 振込明細書等）  

・ 事業の実施状況や成果物を証する 資料（ 写真、 広報印刷物等）  

・ 効果確認の内容が分かる 書類（ アンケート 集計表等）  

・ 補助事業に係る 資産台帳（ 写） ※ある 場合のみ 

・ その他市長が必要と 認める 書類 

＜交付決定後に、 変更があった補助団体のみ＞ 

・ 定款又は会則等 

・ 構成員名簿 

＜工事費を伴う 場合のみ＞ 

・ 補助対象団体と 工事業者と の契約書（ 写） 又はそれに相当する 書類 

・ 補助対象工事の請求書（ 写）  

・ 借入し たこ と が分かる 書類（ 写） ※借入がある 場合のみ 

・ 完成図面又はそれに相当する 書類 

・ 事業実施後の現況写真 

・ その他市長が必要と 認める 書類 

 

 



事業区分 提出書類 

販路拡大型 

・ 実績報告書（ 様式第 11 号の３ ）  

・ 実績概要書（ 様式第 12 号の３ ）  

・ 収入実績書（ 様式第 13 号の３ ）  

・ ２ 者以上の見積書（ 写）  

※１ 件あたり の金額が 100 万円（ 税込） 以上のも の。  

・ 事業に要し た収支を証する 書類（ 領収書、 振込明細書等）  

・ 事業者の選定理由書 

※１ 件あたり の金額が 10 万円（ 税込） 以上で、 神戸市外の事業者を選定する 場合 

・ 事業の実施状況や成果物を証する 資料（ 写真、 広報印刷物等）  

・ 効果確認の内容が分かる 書類（ アンケート 集計表等）  

・ 補助事業に係る 資産台帳（ 写） ※提出が必要な場合のみ 

・ その他市長が必要と 認める 書類 

＜交付決定後に、 変更があった補助団体のみ＞ 

・ 定款又は会則 

・ 構成員名簿 
 


